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１．はじめに 

２．民事法制に関する課題 
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４．出入国在留管理に関する課題 

 

 

１．はじめに 

本稿では、令和５年常会（第211回国会）への提出が見込まれる法律案に関する事項及び

具体的に法制化の動きがある事項に的を絞って、法務及び司法行政に関する主な課題の動

向を紹介することとしたい1。 

 

２．民事法制に関する課題 

（１）国際仲裁・調停等の活性化に向けた法整備 

仲裁法（平成15年法律第138号）は、国際連合国際商取引法委員会が策定した国際商事仲

裁モデル法に準拠して制定されたが、同モデル法が平成18年に改正されたため、我が国の

仲裁法には改正モデル法に対応していない部分が生じている。 

諸外国では国際的な商事紛争の解決手段として仲裁手続が活用されているにもかかわら

ず、我が国ではこれが低調なこと（図表１）から、「経済財政運営と改革の基本方針2017～

人材への投資を通じた生産性向上～」（平成29年６月９日閣議決定）においては、国際仲裁

の活性化に向けた基盤整備のための取組がうたわれ、以降、国際仲裁の活性化に向けた関

係府省連絡会議が開催されるなど、政府内でも議論が進められてきた。 

他方、平成30年２月には、民間主体で一般社団法人日本国際紛争解決センター（ＪＩＤ

ＲＣ）が設立され、上記連絡会議の中間とりまとめ2等において我が国における国際仲裁が

低調な原因として指摘された仲裁専門施設の不存在や国際仲裁に精通した人材の不足を解

 
1 本稿は令和５年１月24日現在の情報に基づいており、本稿中のＵＲＬの最終アクセスもすべて同日である。 
2 国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」（平30.4.25） 
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消するべく、仲裁・調停審問施設の運営、仲裁人・調停人等の専門的な人材の養成等を担っ

ている3。また、我が国の仲裁法制が当面する課題について、立法に向けた本格的な検討に

先立って、関係する様々な論点を整理し、規律の在り方等を研究する目的で、公益社団法

人商事法務研究会に仲裁法制の見直しを中心とした研究会が設置され、同研究会は令和２

年７月に「仲裁法制の見直しを中心とした研究会報告書」を取りまとめた。 

このような状況の下、同年９月17日、法務大臣は法制審議会に対して「経済取引の国際

化の進展等の仲裁をめぐる諸情勢に鑑み、仲裁手続における暫定措置又は保全措置に基づ

く強制執行のための規律を整備するなど、仲裁法等の見直しを行う必要があると思われる

ので、その要綱を示されたい。」と諮問を行い（諮問第112号）、これを受けて法制審議会に

設置された仲裁法制部会は令和３年10月８日、「仲裁法の改正に関する要綱案」を取りまと

めた。同要綱案は同月21日、法制審議会総会において全会一致で原案どおり採択され、法

務大臣に答申された。 

その主な内容は、①仲裁判断があるまでの間、仲裁廷が一方当事者の申立てにより他方 

 

図表１ 国際仲裁件数の比較 

（出所）国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議幹事会（第２回）（平30.1.19）配付資料３「国際仲裁件
数グラフ（１）」 

（注１）ＳＩＡＣはシンガポール国際仲裁センター、ＫＣＡＢは大韓商事仲裁院、ＨＫＩＡＣは香港国際仲裁 
    センターの略称 

（注２）※中の「事務局」は国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の事務局（法務省及び経済産業省） 

 
3 日本国際紛争解決センター「私たちについて」<https://idrc.jp/#aboutus> 
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当事者に財産の処分その他の変更を禁止する等の措置を命ずることができる等、改正モデ

ル法に準拠した規律を設ける、②現行法第13条で原則として書面によることとされている

仲裁合意について、改正モデル法の規律に準拠し書面性の要件を緩和する、③仲裁地が日

本国内にあるときは東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に競合管轄を認め、外国語で作成

された仲裁判断書や書証の日本語訳文の提出を一定の場合に省略可能とするなど当事者の

負担軽減を図る、等である。 

同部会においてはその後も裁判外の調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創

設等について検討が行われ、令和４年２月４日、「調停による和解合意に執行力を付与し得

る制度の創設等に関する要綱案」が決定された。同要綱案は同月14日、法制審議会総会に

おいて全会一致で原案どおり採択され、法務大臣に答申された。 

その主な内容は、①調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約（シンガポール

条約）4の規律との整合性に配慮した形で、裁判外の調停において成立した国際和解合意に

執行力を付与し得るものとする等の規律を設ける新法を制定する、②裁判外紛争解決手続

の利用の促進に関する法律（平成16年法律第151号。以下「ＡＤＲ法」という。）について、

認証紛争解決手続において当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執

行することができる旨の合意がされたものを「特定和解」と定義し、執行決定の対象とす

る等の改正を行う、③知的財産の紛争に関する調停事件について東京地方裁判所又は大阪

地方裁判所に競合管轄を設ける、等である。 

令和５年常会においては、「仲裁法の改正に関する要綱」に基づく仲裁法改正案、「調停

による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱」に基づく新法及びＡＤ

Ｒ法改正案が提出される見込みである。 

 

（２）民事執行手続等のＩＴ化 

令和４年５月18日、第208回国会において民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第48号）が成立した。これにより、諸外国に比べＩＴ化が遅れているとされてきた我

が国の裁判手続のうち、民事訴訟手続について、訴えの提起から判決まで全面的にＩＴ化

するための法的基盤が整ったことになる。 

一方、同法では対象とされなかった家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等につ

いてもＩＴ化のスケジュールを検討することが政府方針として示されており5、これを受け

て、商事法務研究会が主催する家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等ＩＴ化研究

会が設置された。同研究会では、令和３年４月から民事訴訟以外の家事事件手続及び民事

保全、執行、倒産手続等について、ＩＴ化した場合の法制的な問題点や実務上生じ得る問

題点について検討を行い、同年12月には「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等

ＩＴ化研究会報告書」を取りまとめた。 

こうした状況を踏まえ、法務大臣は令和４年２月14日、法制審議会に対して「近年にお

 
4 「シンガポール調停条約」、「調停に関するシンガポール条約」ともいう。国連総会において平成30年12月に

採択され、令和２年９月に発効。我が国は批准していない。 
5 「成長戦略フォローアップ」（令2.7.17閣議決定）68頁 
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ける情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、時代に即して、

民事執行手続、民事保全手続、倒産手続、家事事件手続といった民事・家事関係の裁判手

続をより一層、適正かつ迅速なものとし、国民に利用しやすくするという観点から、これ

らの手続に係る申立書等のオンライン提出、事件記録の電子化、情報通信技術を活用した

各種期日の実現など法制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示され

たい。」と諮問を行った（諮問第120号）。 

同諮問に基づき設置された民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（Ｉ

Ｔ化関係）部会においては、民事訴訟手続のＩＴ化に関する検討の結果を踏まえつつ、各

裁判手続の特性に応じたＩＴ化

を実現するための検討が行わ

れ、同年８月５日には「民事執

行・民事保全・倒産及び家事事

件等に関する手続（ＩＴ化関係）

の見直しに関する中間試案」（図

表２）が取りまとめられて、パ

ブリック・コメントに付された。 

その結果を踏まえて更に議論

を進めた後、同部会は令和５年

１月20日、法改正の要綱案を取

りまとめた。同要綱案について

は、法制審議会総会で審議・採

決を行った上で法務大臣に答申

され、下記（３）の内容と併せ

て令和５年常会に民事執行法等

改正案が提出される見込みであ

る。 

 

（３）公正証書作成手続のデジタル化 

公正証書とは、公証人法（明治41年法律第53号）の規定により法務大臣に任命された公

証人がその権限に基づいて作成する文書のことであり、国民の私的な法律紛争を未然に防

ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、公正証書の作成等の方法に

より一定の事項を公証人に証明させる制度を公証制度という6。 

公証制度のデジタル化については、平成12年に成立した商業登記法等の一部を改正する

法律（平成12年法律第40号）によって、指定公証人が電磁的記録の認証、日付情報の付与

を行う「公証制度に基礎を置く電子公証制度」が創設され、当初は利用できる者が商業登

記制度に基づく電子認証制度を利用できる法人に限られていたところ、個人による電磁的

 
6 法務省「公証制度について」<https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html> 

図表２ 中間試案で取り上げられた裁判手続 

裁判手続 主な根拠法 

(1)民事執行 民事執行法（昭和 54 年法律第 4 号） 

(2)民事保全 民事保全法（平成元年法律第 91 号） 

(3)破産 破産法（平成 16 年法律第 75 号） 

(4)民事再生等 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

(5)非訟事件 非訟事件手続法（平成 23 年法律第 51 号） 

(6)民事調停 民事調停法（昭和 26 年法律第 222 号） 

(7)労働審判 労働審判法（平成 16 年法律第 45 号） 

(8)人事訴訟 人事訴訟法（平成 15 年法律第 109 号） 

(9)家事事件 家事事件手続法（平成 23 年法律第 52 号） 

(10)子の返還申立事件 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条

約の実施に関する法律（平成25年法律第48号） 

(11)その他 仲裁法（平成 15 年法律第 138 号） 

（出所）法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する

手続（ＩＴ化関係）部会「民事執行・民事保全・倒産及び家事事

件等に関する手続（ＩＴ化関係）の見直しに関する中間試案」

を基に作成 
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記録の認証の付与の嘱託及び日付情報の付与の請求に対応できるようシステムを改善し、

制度整備を行うなど改善が行われてきた7。 

しかし、令和３年の規制改革推進に関する答申では、例えば電子定款の認証手続におけ

るデジタルで完結する方式の利用率は令和２年において約３％と極めて低い水準となって

いるほか、公正証書の作成についてはデジタル化が認められておらず、書面・押印・対面

のいずれもが必要な手続となっていることなどから、デジタルで完結する方式の普及促進

のための措置や制度面からの見直し等が必要と指摘されている8。これを受け、同年の規制

改革実施計画においては、「法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における

利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、

利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策につ

いて検討し、必要な措置を講ずる」こととされ、「遅くとも令和７年度までに公正証書の作

成に係る一連の手続のデジタル化を目指す」とされた9。また、令和４年の規制改革実施計

画においても、公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化に必要な見直し及び法整備

を行うこととされ、その実施時期は「令和４年度中に検討・結論を得て、令和５年の通常

国会に法案提出、令和７年度上期の施行を目指す」とされた10。 

これらを受けて、法務省は公正証書作成の手続を全面的にオンライン化する方針を固め

た11とされ、そのための公証人法改正案が上記（２）の内容と併せて令和５年常会に提出さ

れる見込みである。 

 

（４）公益信託法制の見直し 

公益信託とは、個人の篤志家や企業等の委託者が、学術、技芸、慈善等の公益目的のた

めに、その所有する財産を受託者に信託し、受託者が信託財産を管理・運用して公益目的

を実現するための信託事務を遂行するものであり、奨学金の支給、自然科学・人文科学研

究への助成、海外への経済・技術協力、まちづくりや自然環境保護活動への助成などに活

用されている12。 

平成18年、旧信託法（大正11年法律第62号）が全面的に見直され、現行信託法（平成18

年法律第108号）が制定されたが、公益信託に関する部分については、当時、公益信託と同

様の社会的機能を有する公益法人制度についても全面的な見直しが進行していたことから、

その動向を踏まえる必要があると考えられ、改正が見送られた13。 

 
7 法務省「公証制度に基礎を置く 電子公証制度ご利用の手引き」「１．１ 概要」<https://www.moj.go.jp/ 

MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-1.html> 
8 規制改革推進会議「規制改革推進に関する答申～デジタル社会に向けた規制改革の「実現」～」（令3.6.1）

46～47頁 
9 「規制改革実施計画」（令3.6.18閣議決定）18頁 
10 「規制改革実施計画」（令4.6.7閣議決定）54頁 
11 時事ドットコム「公正証書、手続きオンライン化へ 改正案を来年通常国会に提出―法務省」（令4.7.24）

<https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072300321> 
12 一般社団法人信託協会「公益信託の受託状況（令和４年３月末現在）」（令4.6.14） 
13 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109号）によって旧信託法が「公益信

託ニ関スル法律」と改題され、旧信託法第66条以下の公益信託に関する規定がほぼそのまま残された形になっ

ている。 
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その後、公益法人制度改革３法14に基づき新たな公益法人制度への移行が進められたこ

とに伴い、法務省は公益信託法制の見直しに向けた検討を進め、平成16年の諮問第70号に

基づき設置されていた法制審議会信託法部会は、平成28年６月、調査審議を再開した。同

部会は平成30年12月に要綱案を取りまとめ、同要綱案は平成31年２月14日の法制審議会総

会において全会一致で原案どおり採択され、法務大臣に答申されている。 

同答申は、民間による公益活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進及び活力ある

社会の実現に資することを目的とし、①美術館や学生寮等の不動産を公益信託の信託財産

とし、美術品の展示や学生寮の運営等を信託事務とする公益信託を行うことを可能とする

など信託事務、信託財産の範囲を拡大する、②現在は事実上、信託銀行に限定されている

公益信託の受託者15の範囲を拡大する、③新制度下の公益法人と同様に、主務官庁による公

益信託の許可・監督制を廃止し、合議制の第三者機関への諮問を経た上で特定の行政庁が

一元的に公益信託の成立を認可する、等を主な内容としている。 

今後、関係府省庁との協議が整えば、同答申に基づき法案が提出される可能性がある。 

 

（５）離婚後の子の養育の在り方をめぐる問題 

ア 養育費不払いの解消 

我が国においては、ひとり親世帯の貧困率が48.3％16となっているところ、母子世帯に

おいて離婚した父親から現在も養育費を受けている割合は28.1％、父子世帯において離

婚した母親から現在も養育費を受けている割合は8.7％にとどまっている17。このように、

父母の離婚後、別居している親から養育費の支払を十分に受けていないことが、ひとり

親世帯の貧困の要因の一つと指摘されている。 

養育費の支払確保については、法務省や厚生労働省等で必要な取組を進めており、令

和２年に施行された改正民事執行法（令和元年法律第２号）も一定の効果を有すると見

込まれるものの、養育費不払いの解消に向けてはなお検討・解決すべき課題は多いとさ

れていた。 

このような状況から、令和２年５月29日に法務大臣の私的勉強会である養育費勉強会

が「法務大臣養育費勉強会取りまとめ～我が国の子どもたちの未来のために～」を発表

し、同年12月24日には法務省に設置された養育費不払い解消に向けた検討会議が「養育

費不払い解消に向けた検討会議・取りまとめ（～子ども達の成長と未来を守る新たな養

育費制度に向けて～）」を発表した。その内容は、養育費請求権の明確化・優先化、協議

離婚時における夫婦間の取決めの促進、強制執行手続の負担軽減や利用促進、強制徴収

制度の創設などである。「養育費請求権の明確化」については、同請求権の性質や民法（明

 
14 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）、公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律（平成18年法律第49号）、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号） 
15 税法（所得税法第78条第３項、所得税法施行令第217条の２第１項等）により、公益信託の受託者は信託会

社（信託兼営金融機関を含む。）であることが税制優遇の要件とされていることによる。 
16 ＯＥＣＤの所得定義の新基準（可処分所得の算出に用いる拠出金の中に、新たに自動車税等及び企業年金を

追加）に基づき算出（厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」（令2.7.17）14頁） 
17 厚生労働省「令和３年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」（令4.12.26）60頁 
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治29年法律第89号）上の位置付けを明確にする必要があるとも指摘している。 

イ 離婚後共同親権 

我が国では民法の規定により、子が未成年の場合、婚姻中は父母が共同して親権を行

使するが（第818条第１項、第３項）、離婚後は父母どちらかが単独で親権を行使する（第

819条第１項）。しかし、海外では離婚後も共同で親権を行使する国も多い18とされ、単独

親権では親権を失った親が子の養育に関わりにくく、子との交流が絶たれるケースも少

なくないといったことから、離婚後共同親権の法制化を求める声があり、平成23年改正

時には衆参法務委員会において、離婚後の共同親権・共同監護の可能性など、多様な家

族像を見据えた親権制度全般にわたる検討をすべき旨の附帯決議19が付された。 

また、近年は欧米主要国において日本人親による子の連れ去りが問題視され、その観

点から離婚後共同親権の法制化が主張されることも多い一方、ＤＶ被害者の保護が難し

くなるとして法制化に慎重な意見も根強い20。 

ウ 法整備の必要性等に関する検討 

法務省においては、これら離婚後の子の養育の在り方をめぐる問題について法整備の

必要性等を検討するため、一般財団法人比較法研究センターに委託して行った諸外国の

親権制度の調査研究結果を平成26年12月に公表し21、外務省に依頼して行った24か国を

対象とする離婚後の親権制度や子の養育の在り方等についての調査の結果を令和２年４

月に公表した22。 

また、令和元年11月には商事法務研究会において家族法研究会が立ち上げられ、同研

究会は離婚後の子の養育の在り方及びこれと関連性の高い問題について、幅広く法的な

論点の分析や課題の整理を行い、令和３年２月、「家族法研究会報告書～父母の離婚後の

子の養育の在り方を中心とする諸課題について～」を取りまとめた。 

これらの報告を踏まえ、法務大臣は令和３年２月10日、法制審議会に対し「父母の離

婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子

の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要

があると思われるので、その要綱を示されたい。」と諮問した（諮問第113号）。 

法制審議会では、同諮問に基づき家族法制部会が設置され、離婚後の子の養育の在り

方に関する問題及びこれに関係を有する問題である未成年養子制度、財産分与制度等に

ついて議論が行われ、令和４年11月15日には「家族法制の見直しに関する中間試案」（図

表３）が取りまとめられ、同年12月６日、パブリック・コメントに付された。 

 
18 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」（令2.4） 
19 両附帯決議においては、養育費の支払についても、その継続的な履行を確保するため必要な措置を講ずべき

旨が議決されている。衆議院法務委員会「民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平23.4.26）

<http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu642B4204808E3D0E492578

7F0007411D.htm>、参議院法務委員会「民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平23.5.26）

<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/177/f065_052601.pdf> 
20 『読売新聞』（令3.12.16） 
21 法務省「各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書の公表について」<http://www.moj.go.jp/ 

MINJI/minji07_00166.html> 
22 法務省「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について」<http://www.moj.go.jp/MINJI 

/minji07_00030.html> 
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図表３ 中間試案における離婚後の親権等に関する論点の概要 

 （出所）法務省民事局「家族法制の見直しに関する中間試案に関する参考資料」２頁 

 

（６）担保法制の見直し 

近年、不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資を促進するため、動産や債権等を

担保の目的とするなど、多様な資金調達手法を整備すべきとの指摘がある。また、動産や

債権等の担保として利用されている譲渡担保や所有権留保等については、その内容が判例

法理により定まっているが、世界銀行のビジネス環境ランキングでは、明文上の根拠を欠

くこと等を理由に、我が国の資金調達環境に厳しい評価がされてきたとされる23。 

こうした状況を踏まえ、平成31年３月から商事法務研究会において、動産・債権を中心

とした担保法制に関する研究会が開催され、令和３年４月には「動産・債権を中心とした

担保法制に関する研究会報告書」が公表された。 

また、法務大臣は同年２月10日、「動産や債権等を担保の目的として行う資金調達の利用

の拡大など、不動産以外の財産を担保の目的とする取引の実情等に鑑み、その法律関係の

明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しを行う必要があると思わ

れるので、その要綱を示されたい。」と法制審議会に諮問した（諮問第114号）。 

同諮問を受けて法制審議会に設置された担保法制部会においては、統一的な担保制度を

 
23 松井信憲「2023年商事法務展望 民事基本法制の立法動向」『商事法務』No.2315（2023.1.5）14頁 
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設けることの是非、担保の類型、個別動産を目的とする担保の実体的効力、債権を目的と

する担保の実体的効力、集合動産・集合債権の担保化、担保権の対抗要件、担保権相互の

優劣関係等について検討が行われ、令和４年12月６日には中間試案が取りまとめられ、令

和５年１月20日、パブリック・コメントに付された。 

 

（７）船荷証券の電子化 

船荷証券とは、海上運送人が当該物品につき荷送人との間で締結した運送契約を証明す

る証書であり、海上物品運送人が荷送人から証券に記載された運送品を受け取った事実、

又は船積みした事実を証明する証書であって、運送人が指定港において証券の正当所持人

に対して運送品を引き渡すことを約した有価証券である24。 

その交付義務、記載内容等については商法（明治32年法律第48号）第757条以下に定めら

れており、書面によることを前提とした規定となっているが、商取引においては電子的な

手段の利用が拡大しており、諸外国においても国連国際商取引法委員会の策定した電子的

移転可能記録モデル法を参考として法整備の検討に着手する動きがあることや、我が国で

貿易に関わる企業が各種貿易手続の電子化を進める際に商法の規定が障害になっていると

して法改正の要望25が出されたことなどに鑑み、我が国においても船荷証券の電子化等に

関する法制の整備をすることが喫緊の課題であると考えられ、「規制改革実施計画」（令和

３年６月18日閣議決定）においては、政府として重点的に取り組むべき課題の一つに船荷

証券の電子化が取り上げられた。 

こうした政府の方針を受け、商事法務研究会が主催する商事法の電子化に関する研究会

においては、令和３年４月から船荷証券の電子化に向けた総合的な検討が行われ、令和４

年４月にはその検討の結果を取りまとめた「商事法の電子化に関する研究会報告書－船荷

証券の電子化について－」が公表された。 

このような状況の中、令和４年２月14日、法務大臣は法制審議会に対して「商取引にお

いて電子的な手段の利用が拡大するなどの社会経済情勢の変化への対応等の観点から、商

法の船荷証券に関する規定等の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示さ

れたい。」と諮問した（諮問第121号）。 

同諮問に基づき設置された商法（船荷証券等関係）部会においては、同年４月27日から、

電子船荷証券記録（仮称）を発行する場面の規律の内容、電子船荷証券記録の技術的要件、

電子船荷証券記録と船荷証券の転換、電子船荷証券記録の類型及び譲渡等の方式、電子船

荷証券記録の効力等に関する規律の内容等について議論が行われている。 

 

３．刑事法制に関する課題 

（１）保釈中に逃亡した被告人等への対応 

保釈とは、一定額の保証金等の納付を条件として、勾留の執行を停止し、被告人の身柄

 
24 中村眞澄、箱井崇史『海商法〔第２版〕』（成文堂、平成25年）166頁 
25 規制改革推進会議投資等ワーキング・グループ第７回（令3.1.19）資料１－１「船荷証券(B/L)電子化に関

する法改正要望の論点（株式会社TradeWaltz）」 
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拘束を解く制度であり、保釈される人員・率はいずれも近年増加している。近年で最も保

釈率が低かったとされる平成15年に地方裁判所及び簡易裁判所で終局前に保釈を許可され

た人員は9,762人、保釈率は11.4％であったものが、令和３年においては同13,681人、32.1％

となっている26。 

このように、保釈される被告人が増加する一方、保釈中に逃亡する事案もしばしば見ら

れ、令和元年12月末には、会社法違反等の罪で起訴された後、保釈されていた日産自動車

のカルロス・ゴーン前会長が国外に逃亡する事案が生じた（図表４）。 

現行法においては、保釈中の被告人が逃亡すること自体を罪に問うことはできず、その

ペナルティは納付された保証金等の没取と保釈取消しにとどまる。このため、法務大臣は

令和２年２月21日、法制審議会に「近時の刑事手続における身体拘束をめぐる諸事情に鑑

み、保釈中の被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日への出頭や刑の執行を確

保するための刑事法の整備を早急に行う必要があると思われるので、その要綱を示された

い。」と諮問を行った（諮問第110号）。 

法制審議会では刑事法（逃亡防止関係）部会が設置されて審議が行われ、令和３年10月

８日、要綱（骨子）案が取りまとめられた。同案は同月21日に開催された法制審議会総会

において全会一致で原案どおり採択され、法務大臣に答申されている。 

 

図表４ 令和元年における主な逃亡事案 

（出所）法制審議会第186回会議（令2.2.21）配布資料５「近時の主な逃亡事案」及び『読売新聞』（令2.2.22）
を基に作成 

 
26 最高裁判所事務総局『司法統計年報』（平成15年、令和３年） 

発生月 逃亡した者【罪名】 逃亡の態様 身柄拘束 

6 月 第一審の実刑判決（懲役 3 年 8 月）に対す

る控訴を棄却する判決が確定した者 

【覚醒剤取締法違反など】 

収容のため自宅を来訪した横浜地方

検察庁の検察事務官らに対し、包丁を

向けて脅した上で逃亡 

4 日後 

10 月 第一審の実刑判決（懲役 1 年 6 月）に対す

る控訴審の係属中に、医療機関への受診を

理由として勾留の執行を停止された被告人 

【恐喝未遂罪】 

立川拘置所における勾留を一時解か

れた後、指定の日時までに出頭せず、

逃亡 

4 日後 

10 月 第一審の公判期日への不出頭を繰り返し、

保釈を取り消された被告人（累犯前科あり） 

【自動車運転死傷行為処罰法違反など】 

大阪地方検察庁岸和田支部に出頭し

た後、収容手続中、息子が運転する自

動車に乗り込んで逃亡 

2 日後 

11 月 第一審の公判期日への不出頭を繰り返し、

保釈を取り消された被告人（懲役刑の執行

猶予期間中） 

【覚醒剤取締法違反など】 

大阪地方検察庁職員により車両で護

送される途中、車外へ出て逃亡 

2 日後 

12 月 第一審の公判前整理手続中に、海外渡航禁

止などを条件として保釈された被告人 

【会社法違反（特別背任）など】 

関西国際空港から、プライベート

ジェットで不法に出国してレバノン

に逃亡 

― 
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その主な内容は、①保釈中又は勾留執行停止中の被告人に対する住所や勤務先等に関す

る報告命令制度の創設、②保釈中又は勾留執行停止中の被告人の逃亡防止等に義務を負う

監督者を選任する制度の創設、③公判期日への出頭を確保するための不出頭罪、制限住居

離脱罪等の新設、④逃走罪（刑法第97条）・加重逃走罪（同法第98条）の主体の拡張及び逃

走罪の法定刑の引上げ、⑤国外逃亡防止の必要性がある場合に、ＧＰＳ端末により保釈中

の被告人の位置情報を取得・把握する制度の創設、等であり、これに基づく刑事訴訟法（昭

和23年法律第131号）等の改正案が、下記（２）の内容と併せて令和５年常会に提出される

見込みである。 

 

（２）性犯罪被害者の匿名起訴 

現行刑事訴訟法上、公訴の提起は、起訴状を提出してしなければならず（第256条第１項）、

裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければ

ならない（第271条第１項）。現在、被害者のいる事件については原則として起訴状に被害

者の氏名等が記載されており、起訴状謄本の送達により被告人にこれが知られるとともに、

公開の法廷における検察官による起訴状朗読（第291条第１項）の際には傍聴人にも知られ

ることになる。 

しかし、性犯罪のような事件については特に、公判手続において被害者氏名等が明らか

にされることは被害者の名誉や社会生活の平穏を著しく害するとして、平成19年の改正に

より、被害者特定事項秘匿制度（第290条の２）が設けられ、起訴状の朗読（第291条第２

項）等の際に、被害者氏名等を明らかにしないことが可能となった。一方、これらは公開

の法廷で傍聴人に対して秘匿する措置であって被告人に対するものではなく、起訴状等に

記載された被害者氏名等が被告人に知られることにより、被告人による再被害のおそれが

あると指摘されてきた。 

こうした懸念を背景に、平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成

28年法律第54号）の附則第９条第３項においては、政府は必要に応じ、速やかに起訴状等

における被害者の氏名の秘匿に係る措置について検討を行うものと規定され、平成29年の

第193回国会に提出された刑法の一部を改正する法律案（閣法第47号）に対する衆参法務委

員会の附帯決議27においては、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置について

の検討に当たっては、性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の実情や、被害者の再被害の

おそれに配慮すべきとの指摘をも踏まえるべき旨が議決された。 

このような状況を踏まえ、法務大臣は令和３年５月20日、法制審議会に「刑事手続にお

いて犯罪被害者の氏名等の情報を保護するため、早急に法整備を行う必要があると思われ

るので、別紙要綱（骨子）について御意見を賜りたい。」と諮問し（諮問第115号）、要綱（骨

子）においては、起訴状謄本の送達を始め、捜査段階も含めた刑事手続全体を通じて犯罪

 
27 衆議院法務委員会「刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平29.6.7）<https://www.shugiin.go. 

jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuC902012E465436A34925813D001C83EE.htm>、参議院

法務委員会「刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平29.6.16）<https://www.sangiin.go.jp/ 

japanese/gianjoho/ketsugi/193/f065_061601.pdf> 
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被害者の氏名等の情報を保護するための法整備の案を提示した。 

同諮問を受けて設置された刑事法（犯罪被害者氏名等の情報保護関係）部会においては、

同年６月30日から、秘匿の対象となる個人特定事項が起訴状記載事項に限られることによ

り事実上氏名のみとなるおそれ、現在は運用で行われている証拠書類のマスキング処理等

の法整備後の取扱い、被告人の防御権とのバランスを取る必要性等について議論が行われ、

８月24日には、①被害者の個人特定事項を被告人に知らせてはならない等の条件に弁護人

が違反した場合の措置を明記する、②訴訟書類等の閲覧・謄写及び裁判書等における秘匿

措置を必要的ではなく一定の要件の下で可能なものとする、③裁判書等における秘匿につ

いては被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは不可とする、等の修正

を加えた「要綱（骨子）修正案」を部会の意見として総会に報告することを決定した。 

法制審議会総会には９月16日に報告され、賛成多数で採択されて法務大臣に答申されて

おり、修正後の要綱（骨子）28を内容とする刑事訴訟法改正案が、上記（１）の内容と併せ

て令和５年常会に提出される見込みである。 

 

（３）性犯罪規定の在り方 

性犯罪に関する刑事実体法・手続法の在り方については従前から様々な議論があり、（２）

において先述した第193回国会閣法第47号に対する衆参法務委員会の附帯決議29において

は、刑法（明治40年法律第45号）第176条（強制わいせつ）及び第177条（強制性交等）に

おける「暴行又は脅迫」、第178条（準強制わいせつ及び準強制性交等）における「抗拒不

能」の認定について、被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえ

てなされる必要があるとの指摘がなされていることに鑑み、これらに関連する心理学的・

精神医学的知見等について調査研究を推進すべき旨が議決された。 

また、同法案が可決され成立した刑法の一部を改正する法律（平成29年法律第72号）の

附則第９条においては、政府は施行後３年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即し

た対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要に応じてその結果に基づき所

要の措置を講ずるものと規定され、同法は平成29年７月13日に施行された。 

法務省ではこれらの検討のため、平成30年４月、省内関係部局の担当者を構成員とする

性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の実態

に関する各種調査・研究、ヒアリング等を実施し、令和２年３月、その結果を取りまとめ

た「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ取りまとめ報告書」を

公表した。 

また、同年６月からは、被害者心理・被害者支援等関係者、刑事法研究者、実務家を構

成員とする性犯罪に関する刑事法検討会を開催し、性犯罪に関する現行法の運用の実情と

課題、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方、地位・関係性を利用した犯罪類

型の在り方、いわゆる性交同意年齢の在り方、公訴時効の在り方等について議論を行った

後、令和３年５月、「「性犯罪に関する刑事法検討会」取りまとめ報告書」を公表した。 

 
28 法制審議会第191回会議（令3.9.16）配布資料１「要綱（骨子）」 
29 前掲注27 
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以上のような状況を受け、同年９月16日、法務大臣は法制審議会に対して性犯罪に適切

に対処するための法整備の在り方について諮問を行った（諮問第117号）。 

同諮問に基づき設置された刑事法（性犯罪関係）部会においては、性犯罪における暴行・

脅迫要件及び心神喪失・抗拒不能要件の見直し、いわゆる性交同意年齢の引上げ、性交等

又はわいせつな行為をする目的で若年者を懐柔する行為（いわゆるグルーミング行為）に

係る罪の新設、公訴時効の見直し、性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為等に係

る罪の新設等について議論が行われているが、２月を目途にその議論を取りまとめた答申

が行われ、答申の内容に基づく刑法・刑事訴訟法改正案及び新法が令和５年常会に提出さ

れる見込みである。 

 

（４）刑事手続のデジタル化 

令和２年７月17日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活

用推進基本計画」等において、捜査・公判のデジタル化方策の検討を開始するとの方針が

示されたことを受け、法務省に刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会が設

置され、刑事手続において情報通信技術を活用する方策に関し、現行法上の法的課題を抽

出・整理した上で、その在り方について検討が行われた。 

同検討会は、令和４年３月15日に報告書を取りまとめ、刑事手続における情報通信技術

の活用は、捜査機関や司法関係者の限られた人的・物的資源の有効活用、被害者や証人に

とっての利便性の向上、その円滑な協力・参加の促進、被疑者・被告人の権利利益の保護

に資することが見込めるものとして、「刑事手続の機能をより一層強化し、国民の負託に応

えるものとする上で極めて重要な意義を有するものであり、必要な法整備が早期に実現す

ることが望まれる。」との見解30を示した。 

こうした状況を踏まえ、同年６月27日、法務大臣は法制審議会に対して、情報通信技術

の進展等に対応するための刑事法の見直しについて諮問を行った（諮問第122号）。 

これを受けて設置された刑事法（情報通信技術関係）部会においては、同諮問に基づき

①刑事手続において取り扱う書類について、電子的方法により作成・管理・利用するとと

もに、オンラインにより発受すること、②刑事手続において対面で行われる捜査・公判等

の手続について、映像・音声の送受信により行うこと、③①及び②の実施を妨げる行為そ

の他情報通信技術の進展等に伴って生じる事象に対処できるようにすること等について検

討を行っている。 

刑事手続のデジタル化については、令和４年規制改革実施計画において「令和５年度を

視野に国会に法案提出」31とされており、令和５年臨時会若しくは令和６年常会に刑事訴訟

法等改正案が提出される可能性がある。 

 

４．出入国在留管理に関する課題 

出入国管理及び難民認定法（入管法）等の見直し 

 
30 法務省「「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」取りまとめ報告書」（令4.3.15）45頁 
31 「規制改革実施計画」（令4.6.7閣議決定）57頁 
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不法残留などで国外退去処分となった外国人が送還を拒否し、入管施設における収容が

長期化する事案が生じており、長期収容を巡っては、被収容者によるハンガーストライキ

が令和元年に国内各地の施設で頻発し、同年６月には大村入国管理センターでナイジェリ

ア人男性が餓死する事案が生じた32。同事案についての出入国在留管理庁の報告書33では、

送還忌避や長期収容の問題の改善、あるいは仮放免の在り方について、有識者の意見も踏

まえて速やかに検討を行うことを求めていた。 

こうした状況から、同年10月、法務大臣の私的懇談会である第７次出入国管理政策懇談

会の下に収容・送還に関する専門部会が発足し、同部会は令和２年６月15日に「送還忌避・

長期収容問題の解決に向けた提言」を報告書として取りまとめた。 

上記報告書を踏まえ、令和３年２月19日（第204回国会）に出入国管理及び難民認定法及

び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の

一部を改正する法律案（閣法第36号。以下「改正案」という。）が提出された。その主な内

容は、退去強制手続を一層適切なものとするための措置として①在留特別許可の申請手続

の創設、②収容に代わる監理措置の創設、③難民認定手続中の送還停止に関する規定の見

直し、④本邦からの退去を命ずる命令制度の創設、を行うほか、難民に準じて保護すべき

者に関する規定の整備等の措置を行うものであった。 

改正案に対しては、国連人権理事会や難民高等弁務官事務所が懸念を示してきた収容期

間の上限設定や司法審査の導入が盛り込まれていないこと、３回以上の難民申請で原則送

還停止を認められず、拒否すれば送還忌避罪などの罰が科されること等について批判があ

り34、本院には立憲民主・社民、国民民主党・新緑風会、日本共産党、沖縄の風、れいわ新

選組の各派が共同で、収容期間の上限設定や司法審査の導入、全件収容主義の撤廃、独立

行政委員会による難民認定などを内容とする対案35を提出した。 

他方、改正案提出後の３月６日、名古屋出入国在留管理局においてスリランカ人女性の

死亡事案が発生し、入管施設における医療的対応が不十分であった疑いなどが報道された36

ことから、法務省は調査チームを発足させ、４月９日にはその調査結果について中間報告

を公表した。しかし、中間報告に対しては、外部医師の診断内容が記載されていないこと

等から出入国在留管理庁が情報を隠しているのではないかとの批判が強く、遺族や野党議

員からは真相解明のため施設収容中のビデオ映像の開示を求める声が高まった37。 

改正案については野党側の主張も踏まえて修正協議が行われる一方、ビデオ映像の開示

については出入国在留管理庁が保安上の観点等を理由としてこれを拒否し続けたことから、

野党は５月14日、改正案の採決を行える状況ではないとして、衆議院に法務委員長解任決

議案を提出するなど与野党の対立が深まった。このような状況を受け、与党は第204回国会

 
32 『読売新聞』（令2.6.16） 
33 出入国在留管理庁「大村入国管理センター被収容者死亡事案に関する調査報告書」（令元.10） 
34 『東京新聞』（令3.5.12） 
35 第204回国会「難民等の保護に関する法律案」（参第36号）及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案」（参第

37号）。いずれも第204回国会閉会に伴い審査未了（廃案）となっている。 
36 『東京新聞』夕刊（令3.3.13）、『毎日新聞』夕刊（令3.3.23）等 
37 『朝日新聞』（令3.4.29） 
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における採決を見送る方針を決め、改正案は衆議院において継続審査となったが、10月14

日、衆議院が解散されたことに伴い審査未了（廃案）となった。 

スリランカ人女性の死亡事案については、第204回国会閉会後、最終報告書の公表38、遺

族や衆参法務委員会の委員等に対する一部ビデオ映像の開示、出入国在留管理庁プロジェ

クトチームによる「改善策の取組状況」の公表39、「出入国在留管理庁職員の使命と心得」

の策定40、遺族による国家賠償請求訴訟の提起41、当該訴訟における証拠としての一部ビデ

オ映像の提出42等の動きがあった。また、その他の入管収容施設に関する事項として、平成

26年のカメルーン人男性死亡事案について国に賠償を命じる水戸地方裁判所判決43、入管

収容施設での対応の改善を求める国連自由権規約委員会の勧告44、東京出入国在留管理局

におけるイタリア人男性の自殺45等が報じられている。 

法務省は改めて入管法改正案を提出することを検討しており、令和４年３月に受入れを

開始したウクライナ避難民の保護のためにも入管法改正が必要といった趣旨の法務大臣の

答弁46もあったが、令和４年中には提出に至らなかった。 

令和５年常会には提出されるものと見込まれ、その際には、入管法改正の在り方のみな

らず、スリランカ人女性の死亡事案を始めとする出入国在留管理庁における被収容者の処

遇の妥当性、ウクライナ避難民等入管法上は難民と位置付けられていない紛争避難民の受

入れの在り方等についても議論が行われるとともに、対案についても再度の提出47が予想

される。 

 

（ほんだ めぐみ） 

 
38 出入国在留管理庁調査チーム「令和３年３月６日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査

報告書」（令3.8.10） 
39 出入国在留管理庁「「改善策の取組状況」及び「現行入管法上の問題点」について」（令3.12.21）<https://www. 

moj.go.jp/isa/publications/press/05_00015.html> 
40 出入国在留管理庁「「出入国在留管理庁職員の使命と心得」について」（令4.1.25）<https://www.moj.go.jp 

/isa/publications/materials/30_00041.html> 
41 『毎日新聞』（令4.3.5） 
42 『東京新聞』（令4.12.27） 
43 『読売新聞』（令4.9.17） 
44 『東京新聞』夕刊（令4.11.4）、『朝日新聞』（令4.11.8） 
45 『読売新聞』（令4.11.20） 
46 第208回国会参議院法務委員会会議録第２号３頁（令4.3.8）等。なお、入管法改正は不要という見解（日本

弁護士連合会「ウクライナ退避者保護を名目とする政府による入管法改正案の再提出に反対する会長声明」

（令4.6.1）<https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220601_2.html>等）もある。

また、立憲民主党・無所属は第208回国会において、ウクライナからの避難者等、戦争等避難者について上陸

審査の特例や在留資格の特例を定めるとともに、国、自治体の支援について規定する「戦争等避難者に係る

出入国管理及び難民認定法の特例等に関する法律案」（衆第22号）を衆議院に提出しており、同法律案は現在

も衆議院において継続審査中である。 
47 第208回国会においても、立憲民主・社民、日本共産党、沖縄の風、れいわ新選組の各派が共同で、第204回

国会に提出された参第36号及び参第37号（前掲注35参照）と同趣旨の「難民等の保護に関する法律案」（参第

11号）及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法の一部を改正する法律案」（参第12号）を本院に提出し、第208回国会閉会に伴い審査

未了（廃案）となっている。 


